
○若桜町身体障害者等医療費助成要綱 

平成元年３月３１日 

告示第１２号 

改正 平成３年３月３０日告示第８号 

平成５年４月１日告示第１１号 

平成１１年３月３０日告示第２４号 

平成１６年３月３０日告示第１２号 

平成１７年９月３０日告示第４５号 

平成２０年３月３１日告示第１３号 

平成２４年１２月２７日告示第７２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の医療費を助成することにより、これ

らの者の健康保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において身体障害者とは、県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者を、知的障

害者とは、県知事から療育手帳の交付を受けた者を、精神障害者とは、県知事から精神障害者福祉

手帳の交付を受けた者をいう。 

（適用を受ける者） 

第３条 この要綱の適用を受ける者は、本町に住所を有し、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条第４項の規定により、交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が「３級」、「４

級」又は「５級」と記載されている者並びに昭和４８年９月２７日付厚生省発児第１５６号により

交付を受けた療育手帳の欄に「B」と記載されている者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第４５条の規定により、交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が「２級」又は「３

級」と記載されている者で、前年の所得（当該医療を受ける日の属する月が１月から６月までの場

合にあっては、前々年の所得）の額がその所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対

象配偶者及び親族（以下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じて、次の表の定める基準に

満たない者とする。 

扶養親族等の数等 基準額 

扶養親族等がないと

き 

１，５９５，０００円 

扶養親族等の数が１

人の時 

１，９７５，０００円 

扶養親族等の数が２ ２，３５５，０００円 



人の時 

扶養親族等の数が３

人の時 

２，３５５，０００円に扶養親族等のうち、２人を除いた扶養親族等１人につ

き３８０，０００円を加算した額 

２ この要綱の適用を受ける期間は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を受け

た日に始まり、身体障害者、知的障害者及び精神障害者でなくなった日をもって終わる。 

（対象となる医療） 

第４条 この要綱の対象となる医療費は、若桜町特別医療費助成条例に準じた医療費とする。 

（助成額） 

第５条 前条に定める医療費（社会保険各法に規定する附加給付金その他の規則で定める給付金があ

るときは、当該給付金の額に相当する額を控除した額）のうち、被保険者等が負担することとなる

費用（次の表の対象者の区分に応じた月額負担上限額を控除した額）について、障害の程度が身体

障害者手帳３級の者は１０分の１０、４級の者は１０分の７、５級の者は１０分の５、療育手帳B

の者は１０分の１０、精神障害者保健福祉手帳２級又は３級の者は１０分の５をそれぞれ乗じて得

た額（１円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。）を助成する。 

対象者 月額負担上限額 

入院の場合 入院以外の場合 

ア 市町村民税非課税世帯本の

者 

０円 ０円 

イ 市町村民税課税世帯で、本人

は非課税の者 

５，０００円 １，０００円 

ウ ア、イ以外の者 １０，０００円 ２，０００円 

（交付手続） 

第６条 この要綱により身体障害者等医療費の助成を受けようとする者は、身体障害者等医療費助成

金申請書（様式第１号）に医療費のうち一部負担金を支払ったことを証する領収書（様式第２号）

を添付し、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により助成金申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、助成金

を交付するものとする。 

（損害賠償との調整） 

第７条 町長は、助成金を受けたものが疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その賠償額

の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成金の額に相当す

る金額を返還させなければならない。 

附 則 



１ この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 若桜町身体障害者（児）医療費助成要綱（昭和６２年若桜町告示第１３号）は、廃止する。 

附 則（平成３年３月３０日告示第８号） 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年４月１日告示第１１号） 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３０日告示第２４号） 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日告示第１２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以降

に受ける医療費に係る医療費助成について適用し同日前に受けた医療費に係る医療費の助成につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年９月３０日告示第４５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以降

に受ける医療費に係る医療費助成について適用し、同日前に受けた医療費に係る医療費助成につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第１３号） 

（施行日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の若桜町身体障害者等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行日以降に

受ける医療費助成について適用し、同日前に受けた医療費に係る医療費助成については、なお従前

の例による。 

附 則（平成２４年１２月２７日告示第７２号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

 


